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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両前方に存在する物体を検知及び認識すると共に前記物体までの距離を計測する物
体認識手段と、
　前記自車両の速度を計測する速度計測手段と、
　前記自車両の過去の減速操作における自車両から物体までの距離と自車両の速度との対
応関係を表す警報速度データを保持する警報速度データベースと、
　現時刻における前記物体までの距離に対応する前記警報速度データ中の速度を取得して
現時刻における警報速度値とし、現時刻における前記自車両速度が前記警報速度値を上回
っていれば異常であると判断する警報判断手段と、
　前記警報判断手段が異常と判断した場合に警報を出力する警報出力手段と、
　前記物体認識手段が認識した物体までの距離に対応する前記警報速度データ中の速度を
、前記速度計測手段が計測した現時刻の速度から予め定められた方法により算出した値に
修正して保持する警報速度データベース学習手段と、
　を有することを特徴とする車両用警報装置。
【請求項２】
　前記警報速度データベースは警報速度データを複数含み、前記警報判断手段は前記物体
認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度
に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度に基づいて警報判断に利用
する警報速度データを決定することを特徴とする請求項１に記載の車両用警報装置。
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【請求項３】
　前記警報速度データベース学習手段は、前記物体認識手段が認識した物体との距離が予
め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった
場合における自車両速度に基づいて修正対象の警報速度データを決定することを特徴とす
る請求項１に記載の車両用警報装置。
【請求項４】
　前記警報速度データベース学習手段および前記警報判断手段は、前記物体認識手段が認
識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停
止距離よりも近くなった場合における自車両速度と、前記物体の種類と、に基づいて利用
する警報速度データを決定することを特徴とする請求項１に記載の車両用警報装置。
【請求項５】
　自車両が走行する道路の道路状況を認識する道路状況認識手段を更に有し、前記警報速
度データベース学習手段および前記警報判断手段は、更に前記道路状況をも参照して利用
する警報速度データを決定することを特徴とする請求項２から４のいずれか１項に記載の
車両用警報装置。
【請求項６】
　前記自車両の運転者の視線方向を検出する視線検出手段と、前記物体認識手段が認識し
た物体の方向と前記視線検出手段が検出した視線方向との情報から運転者が前記物体の存
在を認知したか否かを判断する物体認知状況判定手段とを更に有し、前記警報判断手段は
前記自車両の速度が前記警報速度値を上回っている場合でも、運転者が前記物体を認知済
みであると前記物体認知状況判定手段が判断している場合は予め定めた間だけ異常である
との判定を保留することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の車両用警報
装置。
【請求項７】
　物体認識手段が、自車両前方に存在する物体を認識すると共に前記物体までの距離を計
測し、
　速度計測手段が、前記自車両の速度を計測し、
　警報判断手段が、前記自車両の過去の減速操作における自車両から物体までの距離と自
車両の速度との対応関係を表す警報速度データを保持する警報速度データベースを参照し
て、現時刻における前記物体までの距離に対応する前記警報速度データ中の速度を取得し
て現時刻における警報速度値とし、現時刻における前記自車両速度が前記警報速度値を上
回っていれば異常であると判断し、
　警報出力手段が、前記警報判断手段が異常と判断した場合に警報を出力し、
　警報速度データベース学習手段が、前記物体認識手段が認識した物体までの距離に対応
する前記警報速度データ中の速度を、前記速度計測手段が計測した現時刻の速度から予め
定められた方法により算出した値に修正して保持することを特徴とする車両用警報方法。
【請求項８】
　前記警報判定手段が、前記物体認識手段が認識した物体が予め定められた距離、又は予
め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度に
基づいて、前記警報速度データベースに含まれる複数の警報速度データの中から、警報判
断に利用する警報速度データを決定することを特徴とする請求項７に記載の車両用警報方
法。
【請求項９】
　前記警報速度データベース学習手段が、前記物体認識手段が認識した物体との距離が予
め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった
場合における自車両速度に基づいて、修正対象の警報速度データを決定することを特徴と
する請求項７に記載の車両用警報方法。
【請求項１０】
　前記警報速度データベース学習手段及び前記警報判断手段が、前記物体認識手段が認識
した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止
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距離よりも近くなった場合における自車両速度と、前記物体の種類と、に基づいて、利用
する警報速度データを決定することを特徴とする請求項７に記載の車両用警報方法。
【請求項１１】
　道路状況認識手段が、自車両が走行する道路の道路状況を認識し、
　前期警報速度データベース学習手段及び前記警報判断手段が、前記道路状況を参照して
、利用する警報速度データを決定することを特徴とする請求項８から１０のいずれか１項
に記載の車両用警報方法。
【請求項１２】
　視線検出手段が、前記自車両の運転者の視線方向を検出し、
　物体認知状況判定手段が、前記物体認識手段が認識した物体の方向と前記視線検出手段
が検出した視線方向との情報から、運転者が前記物体の存在を認知したか否かを判断し、
　前記警報判断手段が、前記自車両の速度が前記警報速度値を上回っている場合でも、運
転者が前記物体を認知済みであると前記物体認知状況判定手段が判断している場合は予め
定めた間だけ異常であるとの判定を保留することを特徴とする請求項７から１１のいずれ
か１項に記載の車両用警報方法。
【請求項１３】
　物体認識手段が自車両前方に存在する物体を認識すると共に前記物体までの距離を計測
し、
　速度計測手段が前記自車両の速度を計測し、
　警報判断手段が、前記自車両の過去の減速操作における自車両から物体までの距離と自
車両の速度との対応関係を表す警報速度データを保持する警報速度データベースを参照し
て、現時刻における前記物体までの距離に対応する前記警報速度データ中の速度を取得し
て現時刻における警報速度値とし、現時刻における前記自車両速度が前記警報速度値を上
回っていれば異常であると判断し、
　警報出力手段が、前記警報判断手段が異常と判断した場合に警報を出力し、
　警報速度データベース学習手段が、前記物体認識手段が認識した物体までの距離に対応
する前記警報速度データ中の速度を、前記速度計測手段が計測した現時刻の速度から予め
定められた方法により算出した値に修正して保持することを特徴とする車両用警報発生プ
ログラム。
【請求項１４】
　前記警報判定手段が、前記物体認識手段が認識した物体が予め定められた距離、又は予
め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度に
基づいて、前記警報速度データベースに含まれる複数の警報速度データの中から、警報判
断に利用する警報速度データを決定することを特徴とする請求項１３に記載の車両用警報
発生プログラム。
【請求項１５】
　前記警報速度データベース学習手段が、前記物体認識手段が認識した物体との距離が予
め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった
場合における自車両速度に基づいて、修正対象の警報速度データを決定することを特徴と
する請求項１３に記載の車両用警報発生プログラム。
【請求項１６】
　前記警報速度データベース学習手段及び前記警報判断手段が、前記物体認識手段が認識
した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止
距離よりも近くなった場合における自車両速度と、前記物体の種類と、に基づいて、利用
する警報速度データを決定することを特徴とする請求項１３に記載の車両用警報発生プロ
グラム。
【請求項１７】
　道路状況認識手段が、自車両が走行する道路の道路状況を認識し、
　前記警報速度データベース学習手段及び前記警報判断手段が、前記道路状況を参照して
、利用する警報速度データを決定することを特徴とする請求項１４から１６のいずれか１
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項に記載の車両用警報発生プログラム。
【請求項１８】
　視線検出手段が、前記自車両の運転者の視線方向を検出し、
　物体認知状況判定手段が、前記物体認識手段が認識した物体の方向と前記視線検出手段
が検出した視線方向との情報から、運転者が前記物体の存在を認知したか否かを判断し、
　前記警報判断手段が、前記自車両の速度が前記警報速度値を上回っている場合でも、運
転者が前記物体を認知済みであると前記物体認知状況判定手段が判断している場合は予め
定めた間だけ異常であるとの判定を保留することを特徴とする請求項１３から１７のいず
れか１項に記載の車両用警報発生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用警報装置、車両用警報方法および警報発生プログラムに関し、特に自
車両前方に存在する「赤信号」や「一時停止標識」、「歩行者」のような物体に関連する
警報を、運転者の運転特性を学習して適切なタイミングで発生する車両用警報装置、車両
用警報方法及び車両用警報発生プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　「赤信号」や「一時停止標識」、「歩行者」のような自車両に対する停止を促す物体の
存在を自車両運転手に警告する車両用警報装置において、警報発生のタイミングを運転者
の運動特性を考慮して調整可能とするための発明がこれまでに提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、運転者の運転特性に関する特性値を運転者がダイヤルによって設定し
、この値を予め装置に記憶してある数式に代入して警報を発する車間距離（以下、警報用
車間距離と呼ぶ）を計算し、自車両から物体までの距離が前記警報用車間距離よりも小さ
くなった場合に警報を発する車両用警報装置が記載されている。この発明によれば、ダイ
ヤル値の設定のいかんによって、警報のタイミングを調整することができる。
【０００４】
　特許文献２には、現時点から所定時間前までに演算された空走時間（運転者が制動を必
要であると感じてから実際にブレーキを踏み込むまでの時間）および自車両平均減速度か
ら警報用車間距離を算出し、自車両から物体までの距離が前記警報用車間距離よりも小さ
くなった場合に警報を発する車両用警報装置が記載されている。この発明によれば、（１
）空走時間、（２）自車両平均減速度の２つのパラメータが、所定時間前までの運転記録
から２次統計量まで考慮して設定されるので、個々の運転手毎にその運転特性を反映した
警報タイミング設定が可能となる。
【０００５】
　また、先行車両との接近に限った警報技術として、走行中の先行車両との接近を運転者
に適したタイミングで警報する装置が知られている。特許文献３には、先行車追随走行時
において、車間距離、自車両速度および先行車両との相対速度に基づいて、減速度もしく
は減速時間一定の条件下で先行車に追随するよう減速を開始する車間距離を所定のドライ
バモデルにより算出して、前記減速を開始する車間距離に基づいて自車両の走行を制御し
たり警報を発したりする車両用走行制御装置が記載されている。
【０００６】
　特許文献４には、減速開始時の（車間距離／相対速度）の値を学習して、これに基づい
て運転者毎に先行車の接近を知らせる警報のタイミングを制御する先行車両接近警報装置
が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－２２００３５号公報（［００２０］段落、図１）
【特許文献２】特開２００３－１４１６９７号公報（［００６５］～［００６９］段落）
【特許文献３】特開平８－１３２９３１号公報（第３－４頁、［００４５］段落、図４）
【特許文献４】特開平７－１５９５２５号公報（［００１３］段落、図６）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術に共通する課題として、従来技術では自車両の減速度が一定で
あることを仮定しているため、計算されるタイミングの精度に限界があった。実際の減速
動作では減速度が一定でないため、運転者の運転特性をより詳細に記述できる仕組みが必
要である。
【０００８】
　加えて、特許文献２～４の発明に関しては、平均減速度、空走時間、減速開始時の（車
間距離／相対速度）といった値を運転者の実際の走行履歴から抽出する際の問題がある。
平均減速度および減速開始時の（車間距離／相対速度）を抽出するためには更に減速開始
動作を的確に特定する必要があるが、減速動作はさまざまな事象に対して行われるので、
多くの減速動作の中から目的の減速操作のみを特定することは容易ではない。空走時間に
ついても同様に、運転者が減速の必要性を認知した時刻を特定する必要があるが、そのよ
うな時刻を特定することは極めて困難である。更に、過去の運転履歴から運動特性の１次
もしくは２次統計量を求めるためにある程度の回数もしくは時間分の運転履歴データが得
られるまでは初期値などに頼らざるを得なかった。
【０００９】
　そこで、本発明は、減速開始動作や運転者が減速の必要性を認知した時刻などを特定す
る必要がなく、且つ運転者の運転特性をより詳細に記述可能で、より適切なタイミングで
警報を発生することができる車両用警報装置、車両用警報方式及び警報発生プログラムを
提供することを目的とする。また、過去の運転履歴データが十分に得られずとも、運転者
の志向を反映した警報のタイミングを実現する車両用警報装置および車両用警報方式を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による車両用警報装置は、自車両前方に存在する物体を検知及び認識すると共に
物体までの距離を計測する物体認識手段と、自車両の速度を計測する速度計測手段と、自
車両の過去の減速操作における自車両から物体までの距離と自車両の速度との対応関係を
表す警報速度データを保持する警報速度データベースと、現時刻における物体までの距離
に対応する警報速度データ中の速度を取得して現時刻における警報速度値とし、現時刻に
おける自車両速度が警報速度値を上回っていれば異常であると判断する警報判断手段と、
警報判断手段が異常と判断した場合に警報を出力する警報出力手段と、物体認識手段が認
識した物体までの距離に対応する警報速度データ中の速度を、速度計測手段が計測した現
時刻の速度から予め定められた方法により算出した値に修正して保持する警報速度データ
ベース学習手段と、を有することを特徴とする。このような構成によれば、減速開始動作
や運転者が減速の必要性を認知した時刻などを特定する必要がないだけでなく、物体まで
の距離と運転者が好む自車両の速度との関係をより詳細に記述することができるので、従
来以上に運転者の好みに合致した警報のタイミングを計算することが可能となる。また、
そのような構成によれば、過去の運転履歴データが十分に得られずとも、運転者の志向を
反映した警報のタイミングを獲得できる車両用警報装置、車両用警報方法および車両用警
報発生プログラムを提供することができる。また、この時も、減速開始動作や運転者が減
速の必要性を認知した時刻などを特定することなく学習を行うことができる。
【００１１】
　また、本発明による車両用警報装置において、警報速度データベースは警報速度データ
を複数含み、警報判断手段は物体認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離
、又は予め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車
両速度に基づいて警報判断に利用する警報速度データを決定することを特徴とする。その
ような構成によれば、よりきめ細かく運転者の好みに合致したタイミングで警報を発生す
ることができる。
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　また、本発明による車両用警報装置において、警報速度データベース学習手段は、物体
認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度
に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度に基づいて修正対象の警報
速度データを決定することを特徴とする。そのような構成によれば、自車両速度や物体の
属性別に警報速度データを管理することができるので、よりきめ細かく運転者の好みに合
致したタイミングで警報を発生することができる。
　また、本発明による車両用警報装置は、警報速度データベース学習手段および警報判断
手段は、物体認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められ
た自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度と、物体の種
類と、に基づいて利用する警報速度データを決定することを特徴とする。そのような構成
によれば、よりきめ細かく運転者の好みに合致したタイミングで警報を発生することがで
きる。
【００１２】
　また、本発明による車両用警報装置は、自車両が走行する道路の道路状況を認識する道
路状況認識手段を更に有し、警報速度データベース学習手段および警報判断手段は、更に
道路状況をも参照して利用する警報速度データを決定することを特徴とする。そのような
構成によれば、道路状況に応じた警報速度データを参照することができるため、よりきめ
細かく警報のタイミングを判定することができる。
　また、車両用警報装置は、前記自車両の運転者の視線方向を検出する視線検出手段と、
前記物体認識手段が認識した物体の方向と前記視線検出手段が検出した視線方向との情報
から運転者が前記物体の存在を認知したか否かを判断する物体認知状況判定手段とを更に
有し、前記警報判断手段は前記自車両の速度が前記警報速度値を上回っている場合でも、
運転者が前記物体を認知済みであると前記物体認知状況判定手段が判断している場合は予
め定めた間だけ異常であるとの判定を保留することを特徴とする。そのような構成によれ
ば、運転者が物体の存在に気づいていないと思われる場合のみ警報を発生することができ
るようになる。
【００１３】
　また、本発明による車両警報方法は、物体認識手段が、自車両前方に存在する物体を認
識すると共に前記物体までの距離を計測し、速度計測手段が、自車両の速度を計測し、警
報判断手段が、自車両の過去の減速操作における自車両から物体までの距離と自車両の速
度との対応関係を表す警報速度データを保持する警報速度データベースを参照して、現時
刻における物体までの距離に対応する警報速度データ中の速度を取得して現時刻における
警報速度値とし、現時刻における自車両速度が警報速度値を上回っていれば異常であると
判断し、警報出力手段が、警報判断手段が異常と判断した場合に警報を出力し、警報速度
データベース学習手段が、物体認識手段が認識した物体までの距離に対応する警報速度デ
ータ中の速度を、速度計測手段が計測した現時刻の速度から予め定められた方法により算
出した値に修正して保持することを特徴とする。
　また、本発明による車両警報方法は、警報判定手段が、物体認識手段が認識した物体が
予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなっ
た場合における自車両速度に基づいて、警報速度データベースに含まれる複数の警報速度
データの中から、警報判断に利用する警報速度データを決定することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明による車両警報方法は、警報速度データベース学習手段が、前記物体認識
手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対
応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度に基づいて、修正対象の警報速
度データを決定することを特徴とする。
　また、本発明による車両警報方法は、警報速度データベース学習手段及び警報判断手段
が、物体認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自
車両速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度と、物体の種類と
、に基づいて、利用する警報速度データを決定することを特徴とする。
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　また、本発明による車両警報方法は、道路状況認識手段が、自車両が走行する道路の道
路状況を認識し、警報速度データベース学習手段及び警報判断手段が、道路状況を参照し
て、利用する警報速度データを決定することを特徴とする。
　また、本発明による車両警報方法は、視線検出手段が、自車両の運転者の視線方向を検
出し、物体認知状況判定手段が、物体認識手段が認識した物体の方向と視線検出手段が検
出した視線方向との情報から、運転者が前記物体の存在を認知したか否かを判断し、警報
判断手段が、自車両の速度が警報速度値を上回っている場合でも、運転者が物体を認知済
みであると物体認知状況判定手段が判断している場合は予め定めた間だけ異常であるとの
判定を保留することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明による車両用警報発生プログラムは、物体認識手段が自車両前方に存在す
る物体を認識すると共に物体までの距離を計測し、速度計測手段が自車両の速度を計測し
、警報判断手段が、自車両の過去の減速操作における自車両から物体までの距離と自車両
の速度との対応関係を表す警報速度データを保持する警報速度データベースを参照して、
現時刻における前記物体までの距離に対応する警報速度データ中の速度を取得して現時刻
における警報速度値とし、現時刻における自車両速度が警報速度値を上回っていれば異常
であると判断し、警報出力手段が、警報判断手段が異常と判断した場合に警報を出力し、
警報速度データベース学習手段が、物体認識手段が認識した物体までの距離に対応する警
報速度データ中の速度を、速度計測手段が計測した現時刻の速度から予め定められた方法
により算出した値に修正して保持することをコンピュータに実行させることを特徴とする
。
　また、本発明による車両用警報発生プログラムは、警報判定手段が、物体認識手段が認
識した物体が予め定められた距離、又は予め定められた自車両速度に対応した停止距離よ
りも近くなった場合における自車両速度に基づいて、警報速度データベースに含まれる複
数の警報速度データの中から、警報判断に利用する警報速度データを決定することをコン
ピュータに実行させることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明による車両用警報発生プログラムは、警報速度データベース学習手段が、
物体認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め定められた自車両
速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度に基づいて、修正対象
の警報速度データを決定することをコンピュータに実行させることを特徴とする。
　また、本発明による車両用警報発生プログラムは、警報速度データベース学習手段及び
警報判断手段が、物体認識手段が認識した物体との距離が予め定められた距離、又は予め
定められた自車両速度に対応した停止距離よりも近くなった場合における自車両速度と、
物体の種類と、に基づいて、利用する警報速度データを決定することをコンピュータに実
行させることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明による車両用警報発生プログラムは、道路状況認識手段が、自車両が走行
する道路の道路状況を認識し、警報速度データベース学習手段及び警報判断手段が、道路
状況を参照して、利用する警報速度データを決定することをコンピュータに実行させるこ
とを特徴とする。
　また、本発明による車両用警報発生プログラムは、視線検出手段が、前記自車両の運転
者の視線方向を検出し、物体認知状況判定手段が、物体認識手段が認識した物体の方向と
視線検出手段が検出した視線方向との情報から、運転者が前記物体の存在を認知したか否
かを判断し、警報判断手段が、自車両の速度が警報速度値を上回っている場合でも、運転
者が物体を認知済みであると物体認知状況判定手段が判断している場合は予め定めた間だ
け異常であるとの判定を保留することを特徴とする。
　また、車両用警報方法は、警報速度データベース学習手段が、警報速度データの値を、
物体認識手段が認識した物体までの距離と自車両速度との関係に近づけるように修正して
もよい。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、減速開始動作や運転者が減速の必要性を認知した時刻などを特定する
必要がないだけでなく、物体までの距離と運転者が好む速度との関係をより詳細に記述す
ることができるので、従来以上に運転者の好みに合致したタイミングで警報を発生するこ
とが可能となる。また、過去の運転履歴データから１次もしくは２次統計量を求めるので
はなく、現在の警報速度データを実際に測定された車両速度に近づけるように修正するこ
とによって運転者の志向を反映した警報タイミングを獲得するので、運転履歴データが十
分に得られていない状況でも学習が可能である。
【００１９】
　また、物体の属性、道路状況、車両速度毎に複数の警報速度データを持つことができ、
現在の状況に適した警報速度データを警報判断や学習に用いることができるので、物体の
属性、道路状況、車両速度などの条件によって運転者の運転特性が異なる場合にも対応す
ることができる。さらに、運転者が物体の存在に気づいていると推定される場合は警報の
タイミングを一定時間遅らせる仕組みを有するので、普段よりも減速が若干遅れたとして
も運転者は不必要な警報を聞かずに済むという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下のように本発明の車両用警報装置を実現した。
【実施例１】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の第一の実施例を説明する。図１は、本発明による車両用
警報装置の構成を示すブロック図である。図１に示すように、車両用警報装置は、物体認
識部１０１、速度計測部１０２、警報速度データベース１０３、警報判断部１０４及び警
報出力部１０５を含む。
【００２２】
　物体認識部１０１は、車載ステレオカメラおよび画像処理ボードなどから構成され、自
車両前方を撮影した映像中から予め定めてある物体、例えば「赤信号」や「一時停止標識
」などの物体およびその手前に存在する「停止線」、「停止車両」などを検出すると共に
、自車両からそれら物体までの距離を計測し、その位置関係に基づき組をなす物体を同定
し、検出した物体の属性と位置の情報、および組をなす物体の情報を警報判断部１０４へ
出力する。組をなす物体とは、例えばある交差点にある「信号機（赤信号）」とそれに対
応する「停止線」などを指す。認識した物体が「歩行者」や「渋滞でとまっている車両」
などの場合は、組をなす物体の情報は無しでよい。
【００２３】
　なお、道路標識、路面標識、車両などの認識は、「塙他、“自動車前方監視用のステレ
オ画像認識装置の開発”、電子情報通信学会信学技報PRMU2001-90、pp37-42」、「Gavril
a他、“Multi-feature Hierarchical Template Matching Using Distance Transforms”
、International Conference on Pattern Recognition (ICPR) 1998予稿集」、「Franke
他、“Autonomous Driving Approaches Downtown”、IEEE Intelligent Systems、Vol. 1
3, No. 6, 1999」などに示されている公知の画像認識技術や、現在自家用車両向けセーフ
ティ機能として新型国産車にオプション搭載されているレーザレーダやミリ波レーダなど
を用いた障害物検知装置などを用いることにより実現することが可能である。
【００２４】
　速度計測部１０２は、車速パルスセンサにより構成され、自車両の速度を計測し、警報
判断部１０４へ出力する。
【００２５】
　警報速度データベース１０３は、自車両の運転者の運転特性を表す警報速度データの集
合であり、自車両が停止しなければならない位置までの距離に対して運転者が好む速度を
表すものである。警報速度データは運転者に対して警報を発生するか否かを判定する基準
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になるものである。例えば、「赤信号」や「一時停止標識」などについては組をなす「停
止線」までの距離に対して運転者が好む速度を表し、「歩行者」や「渋滞で止まっている
車両」などについてはそれらまでの距離に対して運転者が好む速度を表す。但し、「赤信
号」が点灯している交差点の「停止線」手前にすでに車両が停止している場合などには、
その「停止車両」までの距離に着目する。
【００２６】
　本発明における警報速度データの一例を図２、図３に示す。いずれの図も横軸は自車両
から「停止線」までの距離を示し、縦軸は自車両の速度を示す。これらの図から明らかで
あるように、本発明では警報速度データが非線形性を有している場合であってもよい。図
２はある運転者Ａの運転特性（制動動作の特性）を示している。この図は、運転者Ａが停
止線の２５ｍ手前で減速を開始し、８ｍ手前までに時速５ｋｍ程度まで減速し、以降緩や
かにすすんで停止線で停止するような運転を好むことを示している。一方、図３は別の運
転者Ｂの運転特性を示しており、停止線の１５ｍ手前で時速３０ｋｍ程度だった車両速度
を４ｍ手前までに時速５ｋｍ程度まで急減速し、以降緩やかに停止するような運転を好む
ことを示している。
【００２７】
　このように警報速度データは、運転者が「赤信号」や「一時停止標識」などを発見した
ときに、対応する「停止線」までどのような速度変化を伴って減速することを好むかとい
う運転者個々人の運転特性を示しており、運転者Ａと運転者Ｂとを比較すると運転者Ａの
方が早めに制動を開始し緩やかに減速することを好むタイプであることがわかる。よって
、車両毎にその車両の運転者が好む運転特性を表現する警報速度データを搭載することに
より、本車両用警報装置の警報タイミングを運転者の好みに合わせることができるわけで
ある。
【００２８】
　さらに、図２、３の例でもわかるように、警報速度データは減速度が一定でない場合の
運転特性も表現することができる。具体的表現方法としては、距離値に対応する速度値を
ルックアップテーブル形式で表現しても良いし、距離の範囲をいくつかの区間に分割して
、それぞれの区間毎に距離と速度の関係を数式で表現してもよい。区間を細かく分割する
ことによって記述の精度を高めることができる。このことによって、減速度一定を仮定し
ていた従来の発明よりも、より精密に運転者の運転特性を記述することが可能となり、警
報タイミングの最適化が図れる。
【００２９】
　警報判断部１０４は、不図示のＣＰＵや比較器などによって構成され、物体認識部１０
１および速度計測部１０２の出力値並びに警報速度データベース１０３の内容を用いて、
現時刻において警報を発するべきか否かを時々刻々と判断する。
【００３０】
　具体的には、仮に物体認識部１０１から組をなす「赤信号」と「停止線」の情報が入力
されたとすると、警報判断部１０４は、警報速度データベース１０３中の警報速度データ
を参照して、抽出されている「停止線」までの距離に対応する警報速度データ値を取得し
た後、該警報速度データ値と速度計測部１０２が出力する自車両の現在速度とを比較して
、自車両速度が該警報速度データ値を上回っていれば運転者が「赤信号」や「一時停止標
識」の存在に気づいていない異常な状態であると判断する。
【００３１】
　この動作の具体例について図６を参照しつつ説明する。まず物体認識部１０１が「赤信
号」と「停止線」を抽出したことを受けて、警報判断部１０４が警報速度データ６０１を
参照する。物体認識部１０１から前記「停止線」までの距離が１５メートルであることが
同時に入力されたとすると、警報判断部１０４は距離１５メートルに対応する警報速度デ
ータ値６０２を読み取り、現時刻における警報速度データ値６０２を時速３０ｋｍと設定
する。このとき、速度計測部１０２から自車両の速度が時速２７ｋｍであると入力されて
いるならば、自車両速度（時速２７ｋｍ）が警報速度データ値（時速３０ｋｍ）を上回っ
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ていないので、運転者が「赤信号」に気づいているものと現時点では判断する。逆に、自
車両速度が時速３５ｋｍであったならば、異常であると判断する。
【００３２】
　物体認識部１０１が「赤信号」や「一時停止標識」などを全く抽出していない場合は、
つねに正常な状態であると判断する。ある時刻において発見されていた物体が次の時刻に
画像の撮像範囲外に出たため物体認識手段で認識されなくなった場合は、次時刻から判断
対象外としてよい。
【００３３】
　警報出力部１０５は、スピーカやディスプレイにより構成され、警報判断部１０４が異
常と判断した場合、これを音声や画像によって運転者に通知する。
【００３４】
　次に、動作について図面を参照しながら詳細に説明する。図４は本発明の車両用警報装
置が行う処理過程の一例を示すフローチャートである。以後本発明の説明で用いるフロー
チャートの動作はプログラムで記述されていてもよい。
　まず、物体認識部１０１が、ある時刻の車載カメラ画像中から予め定めてある物体、例
えば「赤信号」や「一時停止」など車両の停止を指示する物体やこれに付随する「停止線
」などを認識するとともに、それらまでの距離を測定し、組をなす物体同士の情報をまと
めながら、物体の属性および距離に関する情報を警報判断部１０４へ出力する（ステップ
Ｓ４０１）。
【００３５】
　次に、自車両の現在速度を測定する（ステップＳ４０２）。なお、本ステップはステッ
プＳ４０１と独立した処理であるため、ステップＳ４０１に先だってステップＳ４０２を
実行してもよいし、並行して実行してもよい。
【００３６】
　次に、ステップＳ４０１で抽出した物体毎に、警報速度データベース１０３中を参照し
て物体までの距離に対応する警報速度データ値を取得し、これとステップＳ４０２で計測
した自車両速度とを比較する（ステップＳ４０３）。もし、自車両速度が警報速度データ
値を上回っている場合は異常と判断し警報を発する（ステップＳ４０４）。自車両速度が
警報速度を下回っている場合、および物体認識部１０１にて「一時停止標識」や「赤信号
」が検出されていない場合は警報を発せずにステップＳ４０１から繰り返し行う。ステッ
プＳ４０１～Ｓ４０４の繰り返しは運転者がブレーキを踏んだ場合のみ行うのでなく、時
々刻々と行う。
【００３７】
　図５を参照しつつ、時々刻々と処理が行われる様子についてより詳しく説明する。図５
の横軸は現在発見されている「停止線」までの距離を示し、縦軸は自車両速度を示す。点
５０１～５１０は時刻がｔ０からｔ１０まで進んだときの、物体認識部１０１から出力さ
れる「停止線」までの距離と、速度計測部１０２から出力される自車両速度の値の変化を
プロットしたものであり、時間が経過するにしたがって停止線までの距離が近くなってい
る様子が示されている。時刻ｔ０～ｔ９の間では警報速度データ５１１よりも自車両速度
の値が小さいので警報を発しない。時刻ｔ１０になった時点で、点５１０が示す自車両速
度が警報速度を上回るため、警報が出力される。
【００３８】
　なお、上記実施例では、警報速度データベース１０３中には図２に示すような警報速度
データが１通り記憶される場合を示したが、図１０に示すように警報速度データが複数あ
っても構わない。この例では警報速度データが自車両速度に対応して複数用意されている
。例えば、物体までの距離と自車両速度が予め定められた条件に至った時点における自車
両速度に基づいて時速０～１０ｋｍに対応する警報速度データ１００１、１１ｋｍ～２０
ｋｍに対応する警報速度データ１００２、２１ｋｍ～３０ｋｍに対応する警報速度データ
１００３などを保持してもよい。
【００３９】
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　さらに図１１のように道路状況（道幅２ｍ～３ｍ、３ｍ～４ｍなど）や路面状態（乾い
たアスファルト、濡れたアスファルト、砂利道、雪道など）や物体の属性（「赤信号」、
「一時停止標識」など）といった条件の組み合わせ毎に警報速度データを１つずつ保持し
てもよい。
【００４０】
　複数の警報速度データを持つ場合、警報判断部１０４は、警報判断を行う際にどの警報
速度データを参照するかを決定する必要があるが、路面状態や物体の属性については条件
の合致する警報速度データを選び、自車両速度に関しては物体までの距離と自車両速度が
予め定められた条件になった時点における自車両速度よりも１ランク高速な速度（少し早
い速度）に対応する警報速度データを参照すればよい。そして、その物体が認識されなく
なるまで、その物体に関してはその警報速度データを参照する。１ランク高速な警報速度
データを選択する理由は、警報速度値にマージンを与えることによって、通常よりもわず
かに高速走行をした場合でも警報が発生されないようにするためである。
【００４１】
　また、予め定めた条件とは、例えば（１）自車両速度によらず、ある物体との距離が初
めて５０ｍ以下となった時点であるとか、（２）物体との距離が「自車両速度＊α」（α
は定数）以下になった時点といった条件が挙げられる。αは車両のブレーキ性能、制動動
作から車両が止まるまでの距離等を考慮して決定される定数である。「自車両速度＊α」
は自車両が制動動作から停止するまでの距離に相当する値である。なお、同じ条件に対応
する警報速度データが複数あってはならない。
【００４２】
　物体認識部１０１にて複数の「赤信号」や「一時停止標識」が認識されている場合は、
それぞれに対して警報速度データが設定される。
【００４３】
　さらに、上記実施例では、物体認識部１０１が認識する対象物は静止もしくは自車両速
度に対して十分低速に移動する物体に限って説明したが、認識対象物は走行中の先行車両
などでもよい。その場合は、物体認識部１０１はさらに先行車両の速度も計測し、この情
報を警報判断部１０４へ出力する。自車両の警報装置にとって先行車両の運転者の運転特
性は未知なので、自車両の警報判断部１０４は、予め一定に定めた最大減速度値に基づい
て先行車両が現時刻において急ブレーキをかけた場合に停止可能な位置を推定し（先行車
両が停止するまでの最小走行距離の推定）、この位置までの距離に対応する警報速度デー
タ値を取得して警報判断を行えばよい。
【実施例２】
【００４４】
　以下、図面を参照して本発明の第二の実施例を説明する。図７は、本発明による車両用
警報装置の構成を示すブロック図である。図７に示すように、車両用警報装置は、物体認
識部１０１と、速度計測部１０２と、警報速度データベース１０３と、警報判断部１０４
と、警報出力部１０５と、警報速度データベース学習部７０６とを含む。
【００４５】
　物体認識部１０１から警報出力部１０５の機能は、実施例１の場合と同様である。ただ
し、本実施の形態では、警報速度データベース１０３は、「物体との距離＜自車両速度＊
α」を満たした時点における自車両速度に対応する複数の警報速度データを含むものとす
る。また、警報速度データベース１０３は、平均的な運転者が好む警報速度データを初期
値とするものとする。
【００４６】
　警報速度データベース学習部７０６は、現在保持している警報速度データを、より自車
両の運転者の運転特性に合致するように修正する。「（物体認識部１０１が認識した物体
との距離）＜（自車両速度＊α）」となった時点の自車両速度に基づき、警報速度データ
ベース１０３の中から条件の合致する警報速度データが１つ選択される。以後、この物体
が認識されなくなるまで警報速度データベース学習部７０６は、この物体に対してはこの
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警報速度データを参照する。選択された警報速度データは、物体認識部１０１および速度
計測部１０２から出力されるデータに近づくように修正される。
【００４７】
　図面を用いて警報速度データの修正方法を詳細に説明する。図１４は、選択された現時
刻の警報速度データＡ０とこれを構成する値Ａ１～Ａ９、物体認識手段１０１および速度
計測手段１０２から出力された走行データ値Ｐ１～Ｐ９、修正後の警報速度データを構成
する値Ｂ１～Ｂ９の一例を示している。警報速度データベース学習部７０６は、現時刻の
警報速度データを構成する値Ａ１～Ａ９を実際の走行データＰ１～Ｐ９に近づける方向に
修正し、新たな警報速度データを構成する値として値Ｂ１～Ｂ９を生成する。ここで、修
正量の決め方が問題となるが、修正量Δｗは警報速度データ値をｗ、対応する時点におけ
る自車両速度をｖとすると、次式で求めることができる：
　　　　　　Δｗ＝ａ（ｉ）・（ｖ－ｗ）。
　ここで、ｉは単調に増加するカウンタを示し、新たな物体を発見するごとにインクリメ
ントされたり、一定時刻の経過とともにインクリメントされたりする。ａ（ｉ）は学習レ
ートを示し、正定数とする。これにより、修正後の警報速度データ値ｗ′は、
　　　　　　ｗ′ ＝ ｗ＋Δｗ ＝ ｗ＋ａ（ｉ）・（ｖ－ｗ）
と表される。例えば、a(ｉ)=１とすると、常に自車両速度と警報速度データの差が修正量
となり、修正後の警報速度データ値ｗ′は現時刻に観測した車両速度ｖとなる。しかし、
一般には過去の走行履歴が反映される方が警報速度データの安定性が増し、一時的な運転
特性のむらによる悪影響を受けにくい。ゆえにａ（ｉ）＝１とはせずに、
　　　　　　ａ（ｉ）＝β　　　　（但し、０＜β＜１）
や、
　　　　　　ａ（ｉ）＝１／ｉ　　（但し、ｉ＝１，２，３，．．．）
のようにａ（ｉ）を変更すると良い。このようにすると、過去の走行履歴を反映させるこ
とができる。しかも、過去の走行履歴を一定期間保持する必要がないし、一定回数分の走
行履歴が得られなくても警報速度データを自車両運転者の好みに近づけることができる。
【００４８】
　また、警報速度データベース学習部７０６による警報速度データの修正処理は、時々刻
々と行っても良いし、「赤信号」や「一時停止標識」を異常なく通過した後に一括してお
こなってもよい。前者の修正方法によれば、物体認識部１０１および速度計測部１０２か
ら出力される走行データを連続して記憶しておく必要がないというメリットがある。一方
、後者の修正方法によれば、運転者が「赤信号」や「一時停止標識」を通常通り正しく認
識できていた場合のみ警報速度データを修正できるメリットがある。すなわち、運転者が
「赤信号」や「一時停止標識」を見落としていて急減速した場合など、運転者の好む運転
特性とは異なるデータを学習せずに済むメリットがある。また、警報速度データを、距離
の範囲をいくつかの区間に分割して、それぞれの区間毎に距離と速度の関係を一次式で表
現している場合は、区間の最小／最大距離に対応する警報速度データの値を上述の方法に
より修正し区間内を新たに一次式で表現すればよい。
【００４９】
　次に、本実施の形態における２種類の動作について図面を参照しつつ説明する。図８は
時々刻々と警報速度データを修正する場合のフローチャートを示す図である。
　まず、自車両前方を撮影した車載カメラ映像中から「赤信号」や「一時停止標識」およ
びその手前に存在する「停止線」などを検出すると共に、自車両からそれら物体までの距
離を計測する（ステップＳ８０１）。次に自車両の速度を計測する（ステップＳ８０２）
。そして、ステップＳ８０１にて新たな物体が検出されたか否か検証し（ステップＳ８０
３）、新たな対象物が検出された場合は、検出した物体に対する警報判断に用いる警報判
断用警報速度データと、学習に用いる学習用警報速度データをそれぞれ決定する（ステッ
プＳ８０４）。
【００５０】
　次に、現時刻においてステップＳ８０１で抽出された物体に対して既に設定されている
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警報判断用警報速度データと、該対象物までの距離と現在の車両速度との関係から警報を
出力するか否かの判断を行う（ステップＳ８０５）。もし、警報を出力すると判断した場
合は、音声や画面表示によって警報を出力する（ステップＳ８０６）。警報を出力しない
と判断した場合は、学習用警報速度データを現在の車両速度および物体までの距離に基づ
いて修正する。運転者によって処理終了の指示が予めない場合は再びステップＳ８０１に
戻り処理を繰り返す。
【００５１】
　以上の動作によれば、現在の走行状態に基づいて時々刻々と学習用警報速度データが修
正されるので、時々刻々得られる走行データを記憶しておく必要がないという利点がある
。
【００５２】
　次に、図９を参照して別の動作の例を説明する。この図は、物体を通過した時点で、該
物体を検出してから通過するまでの走行データに基づいて学習用警報速度データを一括し
て修正する動作を説明するものである。なお、物体通過の判断は、物体認識部１０１にお
いて物体が認識されなくなったことで代用してもよい。
【００５３】
　図９のステップＳ９０１～Ｓ９０６は、図８のステップＳ８０１～Ｓ８０６と全く同一
である。本動作ではステップＳ９０６に続き、これまで認識されていた物体を通過したか
否かを判断し（ステップＳ９０７）、物体を通過していない場合は現時刻における物体ま
での距離と自車両速度とを該物体と関連づけて記憶する（ステップＳ９０８）。ただし、
現在認識している物体がない場合は物体までの距離が不定なので記憶する必要はない。物
体を通過した場合は、該物体を抽出してから通過するまでの間に異常な自車両速度変化が
なかったか検証し（ステップＳ９０９）、異常な速度変化がなかった場合は記憶されてい
る自車両速度および距離値のデータに基づき学習用警報速度データを一括して修正する（
ステップＳ９１０）。もし、該対象物を抽出してから通過するまでの間に異常な自車両速
度変化があった場合は学習用警報速度データを修正せずに走行データを破棄しステップＳ
９１１へ進む。ステップＳ９１１では、処理を終了するか否かチェックし、継続するなら
ばステップＳ９０１へ戻り処理を繰り返す。ここで異常な自車両速度変化とは、本来減速
すべきところで減速されなかった等の速度変化である。この動作によれば、運転者が自身
の運転特性とは異なる運転をした場合のデータを学習対象から除外することができる。
【００５４】
　また、以上の説明では警報判断用警報速度データおよび学習用警報速度データの決定に
おいて物体の属性や路面状況などは考慮していなかったが、これらの条件毎に警報速度デ
ータを用意してもよい。そのようにすれば、「赤信号」に対する運転特性と、「一時停止
標識」に対する運転特性が異なる場合でも、それぞれに適した警報速度データを保持する
ことが可能となる。
【実施例３】
【００５５】
　以下、図面を参照して本発明の第三の実施例を説明する。図１２は、本発明による車両
用警報装置の構成を示すブロック図である。図１２に示すように、車両用警報装置は、物
体認識部１０１と、速度計測部１０２と、警報速度データベース１０３と、警報判断部１
２０４と、警報出力部１０５と、警報速度データベース学習部７０６と、視線検知部１２
０７と、物体認知状況判定部１２０８とを含む。
【００５６】
　物体認識部１０１から警報速度データベース１０３、および警報出力部１０５から警報
速度データベース学習部７０６の機能は、第二の実施の形態と同様である。
【００５７】
　視線検出部１２０７は、運転者の視線方向を検出する。
　物体認知状況判定部１２０８は、前記物体認識部１０１が「赤信号」や「一時停止標識
」などを認識している場合、映像中におけるそれら物体の位置から実環境におけるそれら
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物体の存在方向を同定し、視線検出部１２０７が検出した運転者の視線方向が物体の存在
する方向を向いたか否かをチェックする。ひとたびでも、物体の存在する方向に運転者の
視線方向が向いたと判断される場合は、運転者がその物体の存在に気づいたものと判断す
る。
　視線検出部１２０７及び物体状況判定部１２０８は既存の視線方向検出装置等で実現さ
れる。
【００５８】
　警報判断部１２０４は、物体認知状況判定部１２０８によって運転者が既に気づいてい
ると判断されている物体に対してはその警報判断を行わず、運転者が気づいていないと判
断される物体に対してのみ、実施例２及び３で示した警報判断部１０４と同様の判断を行
う。これにより、少々制動動作が遅れた場合でも、運転者が物体の存在に気づいていると
思われる場合は警報を抑制することができる。
【００５９】
　次に、本実施の形態における動作について図１３を参照しつつ説明する。
　まず、自車両前方を撮影した車載カメラ映像中から「赤信号」や「一時停止標識」およ
びその手前に存在する「停止線」などを検出すると共に、自車両からそれら物体までの距
離を計測する（ステップＳ１３０１）。次に自車両の速度を計測する（ステップＳ１３０
２）。更に、運転者の視線方向を検出し（ステップＳ１３０３）、ステップＳ１３０１に
て「赤信号」や「一時停止標識」などが認識されている場合は、それらが存在する方向に
ステップＳ１３０３の検出した視線方向が向いたか否かを検証し（ステップＳ１３０４）
、同じ方向を向いたならば運転者が物体の存在に気づいたものと判断する。ステップＳ１
３０５にて新たな物体が検出されたか否か検証し、新たな物体が検出された場合は、検出
した物体に対する警報判断に用いる警報判断用警報速度データと、学習に用いる学習用警
報速度データをそれぞれ決定し（ステップＳ１３０６）、ステップＳ１３０７へ進む。新
たな物体が認識されなかった場合はステップＳ１３０７へ進む。
【００６０】
　ステップＳ１３０７では、設定されている警報判断用警報速度データと、物体までの距
離と、現在の車両速度との関係から、警報速度データ値が車両速度を上回っているか検証
し、上回って入ればステップＳ１３０８へ進む。上回っていなければ警報速度データを修
正する（ステップＳ１３１１）。
【００６１】
　ステップＳ１３０８では、物体認知状況判定手段１２０８によって運転者が物体を認識
していると判断されているか否かをチェックする。運転者が物体を認識していると判断さ
れている場合は、車両速度が警報速度データ値を上回ってから一定時間が経ったか否かチ
ェックし（ステップＳ１３０９）、上回っていれば警報を出力する（ステップＳ１３１０
）。一定時間が経っていなければ、警報を保留しステップＳ１３１２へ進む。
【００６２】
　ステップＳ１３０８にて、運転者が物体を認識していないと判断された場合は警報を出
力する（ステップＳ１３１０）。ステップＳ１３１２において運転者から処理終了の指示
がない場合は再びステップＳ１３０１に戻り処理を繰り返す。なお、上の動作例ではステ
ップＳ１３０９にて一定時間が経過したか否かをチェックしているが、一定距離進んだか
否かで判断しても構わない。
【００６３】
　以上の動作によれば、運転者が物体の存在に気づいていると推測される場合は車両速度
が警報速度データ値を超えていても一定時間警告が発生されないため、通常よりも多少制
動が遅れてしまったような場合に警報の過剰発生を抑制できるという利点がある。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は前方に存在する物体を検知して制動動作を行うことが求められる全ての車両に
適用が可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明による車両用警報装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】ある運転者Ａの警報速度データの一例を示す図である。
【図３】ある運転者Ｂの警報速度データの一例を示す図である。
【図４】車両用警報装置が行う警報処理の処理過程の一例を示すフローチャートである。
【図５】警報速度データと車両の走行データの一例を示す説明図である。
【図６】警報速度データの一例を示す図である。
【図７】車両用警報装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図８】車両用警報装置が行う警報処理の他の処理過程例を示すフローチャートである。
【図９】車両用警報装置が行う警報処理の他の処理過程例を示すフローチャートである。
【図１０】警報速度データベースに含まれる複数の警報速度データの例を示す図である。
【図１１】警報速度データベースに含まれる複数の警報速度データの他の例を示す図であ
る。
【図１２】車両用警報装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図１３】車両用警報装置が行う警報処理の処理過程の他の例を示すフローチャートであ
る。
【図１４】警報速度データベース学習部による警報速度データの修正の様子を示す説明図
である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０１　　物体認識手段
　１０２　　速度計測手段
　１０３　　警報速度データベース
　１０４、１２０４　　警報判断手段
　１０５　　警報出力手段
　５０１　　時刻ｔ１における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０２　　時刻ｔ２における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０３　　時刻ｔ３における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０４　　時刻ｔ４における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０５　　時刻ｔ５における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０６　　時刻ｔ６における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０７　　時刻ｔ７における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０８　　時刻ｔ８における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５０９　　時刻ｔ９における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５１０　　時刻ｔ１０における自車両速度と物体までの距離を表す点
　５１１、６０１　　警報速度データ
　６０２　　距離１５メートルに対応する警報速度データ値
　７０６　　警報速度データベース学習手段
　１００１　　時速０～１０ｋｍに対応する警報速度データの例
　１００２　　時速１１～２０ｋｍに対応する警報速度データの例
　１００３　　時速２１～３０ｋｍに対応する警報速度データの例
　１１０１　　雪道かつ赤信号かつ時速１１～２０ｋｍの条件に対応する警報速度データ
　１１０２　　アスファルトかつ一時停止標識かつ時速２１～３０ｋｍの条件に対応する
警報速度データ
　１２０７　　視線検出手段
　１２０８　　物体認知状況判定手段
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